
開発許可申請手続きフロー図

1(スタート) 区からのコメント
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注）内容を整えて事前に相談下さい。

　・変更の許可について　*法第35条の2

　・工事完了公告前の建築等制限解除につて（事前に都のマニュアルを参照下さい。）　*法第37条

　・地位の承継について　*法第44条　＊法第45条

　建築等工事

申請図書類の事
前相談

公共施設管理者
協議(法32条)

 完 了 公 告

開 発 許 可

　工 事 着 手

許 可 申 請
　(法第29条)

  工 事 完 了
  (法第36条)

許可申請へ向け
ての具体相談

企画時の相談

開発登録簿の作成をお願いします。（サイズ：Ａ２版、提出物内容：白黒コピー５部(折らないで
下さい)）

工事着手届けを提出して下さい。（許可標識の写真(遠近)、標識設置位置図、開発工事工程表、
案内図を添付して下さい。）

・公共施設の帰属書類の準備をして下さい。（公共管理者と検査・書面の打ち合わせをお願いし
ます。）
・工事完了届の提出。写真（工事中、完成）及び案合図を添付して下さい。＊検査日程の最終打
ち合わせは、受検の14日前としています。

具体な相談内容により、回答の出来る時間が異なります。

・公共施設管理者(道路、下水、消防など)と直接協議を行っていただきます。協議期間及び協議
図書については、各公共管理者に確認下さい。また、協議前の事前の相談が必要な場合もありま
すので確認下さい。
・公共施設管理者とは、道路管理者、上下水道管理者及び消防管理者などです。また、建築計画
等の事前打ち合わせについても進ることにより、開発許可行為に及ぼす影響が少なくなることが
あります。

・開発許可の申請に必要な書面及び図書については、事前の審査を受けることをお勧めします。
擁壁を築造する場合は、特にお勧めします。
・この事前審査行為は、強制ではありません。

・正副2部提出して下さい(副は写し)。法第32条協議書の原本は副本に添付ください。
・書類の事前審査を受けた案件は、事務処理のみです。
・申請内容に擁壁があり、事前審査を行ってない場合は、擁壁審査用図書の追加をお願いしてい
ます。

・開発行為該当の有無(法第4条第12項)についての相談。なお、内容によっては回答する時間をい
ただいてます。
・基本計画図作成の為の開発許可基準(法第33条)についての相談を受けています。なお、内容に
よっては回答する時間をいただいてます。

開発登録簿の最終修正をお願いします。提出内容物は、検査日及び公告日を追記したＰＤＦファ
イル及び白黒コピー５部（折らないで下さい）です。

建築物等の工事着手


